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（書式６－１－１） 

遺言書執行者の選任の審判の申立書 

 

遺言執行者の選任の審判申立書 

 

平成○○年○○月○○日 

○○家庭裁判所御中 

 

本 籍 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 

住 所 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 

申立人 ○○○○ 

 昭和○○年○○月○○日生 

 

本 籍 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 

最後の住所 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 

遺言者 ○○○○ 

 平成○○年○○月○○日死亡 

 

 

申 立 の 趣 旨  

 

遺言者の遺言につき遺言執行者の選任を求める。 

 

申 立 の 実 情  

 

１ 申立人は、別添の遺言書により、上記遺言者から遺言者所有の土地１筆を

遺贈された者である。 
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２ 上記遺言書については、平成○○年○○月○○日に○○家庭裁判所におい

て検認手続を経由している。 

３ 上記遺言書には、遺言執行者の指定又は指定の委託がなされていない。 

４ よって、本申立に及んだものである。遺言執行者の候補者は、下記の者で

ある。 

 

遺 言 執 行 者 候 補 者  

 

住 所 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 

事務所 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 

       ○○○○法律事務所 

氏 名 弁護士 ○○○○ 

  

添 付 書 類  

 

戸籍謄本（申立人）     １通 

戸籍謄本（遺言執行者候補者）   １通 

戸（除）籍謄本（被相続人）    １通 

住民票(申立人・遺言執行者候補者)   ２通 

除票（被相続人）      １通 

遺言書写し       １通 

身分証明書（遺言執行者候補者）   １通 

以上 
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解説 

 

民法第１０１０条による遺言執行者の選任申立である。 

遺言者が遺言執行者を指定しないとき、指定した遺言執行者がなくなった

ときは、申立人の申立により家庭裁判所が遺言執行者を選任することとな

る。 

申立権者は、利害関係人である（民法第１０１０条）。 

なお、未成年者と破産者は、遺言執行者となれない（民法第１００９条）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊遺言執行の詳細は、https://ac-souzoku.jp/inheritance/will/will-serve/196/ 

をご覧下さい。弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 

https://ac-souzoku.jp/inheritance/will/will-serve/196/

